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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
佐
川
国
税
庁
長
官
の
訓
示
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
事
実
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

平
成
二
十
九
年
八
月
に
佐
川
国
税
庁
長
官
が
仙
台
国
税
局
を
訪
れ
た
際
、
国
税
庁
の
使
命
、
適
正
な
組
織
運
営
及
び
税
務

行
政
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
、
同
局
の
課
長
補
佐
級
以
上
の
職
員
を
対
象
と
し
て
訓
示
を
述
べ
た
。

当
該
訓
示
に
お
い
て
、「
職
務
外
の
行
動
を
含
め
て
、
公
務
員
に
対
す
る
国
民
の
目
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
」
、

「
引
き
続
き
、
非
行
の
未
然
防
止
、
綱
紀
の
厳
正
な
保
持
に
努
め
る
と
と
も
に
、
行
政
文
書
・
情
報
の
管
理
の
徹
底
に
特
段

の
配
意
を
し
て
い
た
だ
く
。
」
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
佐
川
国
税
庁
長
官
の
発
言
に
つ
い
て
は
、行
政
文
書
・
情
報
の
適
切
な
管
理
の
徹
底
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

佐
川
国
税
庁
長
官
は
、
就
任
以
後
、
記
者
会
見
は
行
っ
て
い
な
い
。

一



六
に
つ
い
て

林
元
国
税
庁
長
官
、
中
原
元
国
税
庁
長
官
及
び
迫
田
前
国
税
庁
長
官
は
、
在
任
期
間
中
、
就
任
時
に
国
税
庁
の
記
者
ク
ラ

ブ
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
一
回
記
者
会
見
を
行
っ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

佐
川
国
税
庁
長
官
は
、
国
税
庁
長
官
と
し
て
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
引
き
続
き
そ
の
職
責
を

果
た
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

二


